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○ 住宅特定改修特別税額控除 
 

（事例１）高齢者等居住改修工事等又は一般断熱改修工事等を含む増改築等をした部分を平成 26年４

月１日以後居住の用に供した場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるとき 

 

【記載例１－１】高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等を含む増改築等をした部分を居住の

用に供した場合で、高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等に要した費用の額

に含まれる消費税額等のうちに８％の税率により課されるべき消費税額等が含まれる

とき 

 

 

次の算式により計算する（措法 41の 19の３①～④）。 

 

（Ａ）＋（Ｂ） （最高 45万円【55万円】） 

                 

× 10％ ＝（Ａ）･･････→〔100円未満の端数切捨て〕 

 

 

                × 10％  ＝（Ｂ）･･････→〔100円未満の端数切捨て〕 

 

 

 ※【 】は、一般断熱改修工事等に太陽光発電設置工事を含む場合の金額 

 

 

 

特定居住者（本人 47歳、同居親族 67歳） 

居住開始年月日                平成 26年 10月 25日 

増改築等工事証明書に関する事項 

 高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額    1,140,400円 

 交付を受ける補助金等の合計額           200,000円 

高齢者等居住改修工事等に係る改修工事限度額   2,000,000円 

 一般断熱改修工事等の標準的な費用の額      3,120,100円 

 交付を受ける補助金等の合計額           450,000円 

  一般断熱改修工事等に係る断熱改修工事限度額   2,500,000円 

※１ 共有者なし 

※２ 一般断熱改修工事等に太陽光発電設置工事を含まない 

 

   → 「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書（平成 26年４月１日以後居住用）」を使用する。 

設 例 

控除額 

  高齢者等居住改修工事 
等の標準的な費用の額   

 
 
 
 
 
 

（最高 200万円） 

  一般断熱改修工事等の 
標準的な費用の額   

 
 
 
 
 
 

（最高 250万円【350万円】） 
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２６ 

２６ １０ ２５ 

３,１２０,１００ 

４５０,０００ 

２,６７０,１００ 

２,６７０,１００ 

２,５００,０００ 

２,５００,０００ 

２５０,０００ 

母 国税 松子 

 

 

 

 

 

１,１４０,４００ 

２００,０００ 

９４０,４００ 

９４０,４００ 

２,０００,０００ 

９４０,４００ 

９４,０００ 

３４４,０００ 

国税 太郎 
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